
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

担

当

課

（

室

）

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

目

次

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

○

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

【

告

示

】

【

警

察

本

部

】

○

岡

山

県

森

林

整

備

作

業

請

負

契

約

入

札

参

加

資

治

山

課

格

審

査

要

領

の

一

部

改

正

○

国

家

公

安

委

員

会

の

所

管

す

る

法

令

に

基

づ

く

生

活

安

全

企

画

課

（

県

例

規

集

登

載

）

申

請

等

に

お

け

る

情

報

通

信

技

術

の

利

用

に

関

す

○

救

急

病

院

の

認

定

医

療

推

進

課

る

規

程

の

一

部

改

正

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

（

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

の

正

誤

治

山

課

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

【

人

事

委

員

会

】

○

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

休

暇

に

関

す

る

人

事

委

員

会

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

〃

休

暇

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

令和５年１２月２２日 第１２５６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
号 

 

岡
山
県
森
林
整
備
作
業
請
負
契
約
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
二
十
年
岡
山
県
告
示
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

第
二
条
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
各
号
（
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
若
し
く
は
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
又
は
岡
山
県
建
設
工
事
等
暴
力

団
対
策
会
議
運
営
要
領
に
基
づ
く
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者 

第
三
条
第
一
項
中
「
各
号
」
の
下
に
「
（
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、「
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
要
件
に
つ
い

て
は
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
森
林
部
門
」
を
「
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登

録
を
受
け
た
技
術
部
門
が
技
術
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
総
理
府
令
第
五
号
）
第
二
条
第
十
三

号
に
規
定
す
る
森
林
部
門
で
あ
る
者
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
社
団
法
人
日
本
森
林
技
術
協
会
」
を
「
一

般
社
団
法
人
日
本
森
林
技
術
協
会
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
林
業
作
業
士
」
の
下
に
「
（
基
幹
林
業
作
業

士
及
び
林
業
技
能
作
業
士
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、「
又
は
農
林
水
産
大
臣
か
ら
フ
ォ
レ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
（
林

業
作
業
士
）
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
」
を
削
り
、
同
号
ホ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
ニ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

ホ 

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
省
令
（
平

成
八
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
が
備
え
る
研

修
修
了
者
名
簿
に
林
業
作
業
士
（
フ
ォ
レ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
）
、
現
場
管
理
責
任
者
（
フ
ォ
レ
ス
ト

リ
ー
ダ
ー
）
又
は
統
括
現
場
管
理
責
任
者
（
フ
ォ
レ
ス
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）
の
い
ず
れ
か
の
登

録
を
受
け
て
い
る
者 

第
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
掲
げ
る
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
取
扱
業
務
及
び
刈
払
機
取
扱
作
業
に
関
す
る
教

育
」
を
「
規
定
す
る
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
用
い
て
行
う
立
木
の
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
又
は
造
材
の
業

務
」
に
改
め
、「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及
び
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
達
（
平
成
十
二
年
二
月
十
六
日
基

発
第
六
十
六
号
）
に
基
づ
く
刈
払
機
取
扱
作
業
者
に
対
す
る
安
全
衛
生
教
育
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号

中
「
都
道
府
県
税
」
を
「
岡
山
県
税
」
に
改
め
、
「
市
町
村
税
」
の
下
に
「
（
岡
山
県
内
の
市
町
村
長
が

課
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、「
の
滞
納
が
な
い
」
を
「
を
滞
納
し
て
い
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第

六
号
中
「
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
」
を
削
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
毎
年
、
」
を
「
そ
の
年
の
四
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の

入
札
参
加
資
格
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
年
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
提
出
す
べ
き
期
間
の
初
日
又
は
末
日
が
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡

山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る

県
の
休
日
の
翌
日
を
当
該
提
出
す
べ
き
期
間
の
初
日
又
は
末
日
と
す
る
。 

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
岡
山
県
知
事
」
を
「
知
事
」
に
、「
改
善
措
置
計
画
認
定
書
」
を
「
改
善

計
画
認
定
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
納
税
証
明
書
」
の
下
に
「
（
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加

え
、
同
項
第
六
号
中
「
の
納
税
証
明
書
」
を
「
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
」
に
改
め
、

同
項
第
七
号
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
「
納
税
証
明
書
」
の
下
に
「
（
岡
山
県
内

の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
岡
山
県
内
の
営
業
所
の
長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
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委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
岡
山
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が

発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書 

第
五
条
第
二
項
第
八
号
中
「
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算
書
」

を
「
及
び
損
益
計
算
書
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
印
鑑
証
明
書
」
を
「
法
人
に
あ
っ
て
は
印
鑑
証

明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
印
鑑
登
録
証
明
書
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
支
配
人
」
を
「
当
該
個
人

及
び
支
配
人
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
労
働
者
災
害
補
償
保
険
」
を
「
技
術
職
員
及
び
作
業
職

員
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
に
よ
る
技
能

講
習
修
了
書
」
を
「
技
術
職
員
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四

号
中
「
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
「
そ
の
他
」
に
改
め
、
「
認
め
た
」
を
「
認
め
る
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
締
結
」
を
「
締
結
等
」
に
改
め
、「
営
業
所
等

の
長
」
を
「
営
業
所
の
長
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。 

十
三 

作
業
職
員
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し 

第
五
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
官
公
署
の
証
明
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
作
成
後
三
箇
月
以

内
の
も
の
に
限
る
。 

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
し
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
の
変
更
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

営
業
の
休
廃
止
又
は
変
更 

二 

商
号
又
は
名
称
、
所
在
地
（
個
人
の
場
合
は
、
住
所
）
、
代
表
者
の
職
氏
名
（
個
人
の
場
合
は
、

氏
名
）
、
印
鑑
及
び
連
絡
先
の
変
更 

三 

県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
、

当
該
営
業
所
等
の
名
称
、
所
在
地
、
当
該
営
業
所
の
長
等
の
職
氏
名
、
印
鑑
及
び
連
絡
先
の
変
更 

四 

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
、
個
人
に
あ
っ
て
は
支
配
人
の
選
任
及
び
解
任 

五 

技
術
職
員
数
又
は
作
業
職
員
数
の
変
更 

第
六
条
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
し
た
者
」
を
「
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
者
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。 

第
七
条
第
二
項
中
「
の
有
効
期
間
」
を
削
り
、
「
は
、
」
の
下
に
「
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」

を
加
え
、「
二
年
間
」
を
「
翌
々
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
」
に
改
め

る
。 第

十
条
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
中
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。 

別
表
中
「
五
千
万
円
以
上
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
四
年
度

に
お
い
て
、
岡
山
県
が
発
注
し
た
森
林
整
備
作
業
の
実
績
が
あ
る
者
に
限
る
。
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
森
林
整
備
作
業
請
負

契
約
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
有

効
期
間
と
す
る
入
札
参
加
資
格
の
審
査
か
ら
適
用
す
る
。 
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
号 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救

急
病
院
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

新
見
中
央
病
院 

２ 

所
在
地 

新
見
市
新
見
八
二
七
―
一 

二 

認
定
年
月
日 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

令
和
八
年
十
二
月
二
十
一
日 

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

下
原
船
穂
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

柳
井
原
上
二
万
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

  

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
奥
山
三
三
二
番
一
地

先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
上
池
ノ
内
二
二
三
四

番
一
地
先
ま
で 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
奥
山
三
三
二
番
一
地

先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
上
池
ノ
内
二
二
三
四

番
一
地
先
ま
で 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
奥
山
三
三
二
番
一
地

先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
古
城
山
一
九
四
八
番

一
地
先
を
経
て 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
上
池
ノ
内
二
二
三
四

番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

六
・
九
～ 

三
九
・
九 

六
・
九
～ 

三
九
・
九 

九
・
四
～ 

四
〇
・
七 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
二
二
六
・
八 

一
二
二
六
・
八 

九
四
七
・
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
古
城
山
一
九
四
八
番

一
地
先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
殿
坂
一
八
五
四
番
一

〇
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

新 

新
旧

別 

一
一
・
五
～ 

三
五
・
一 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
三
二
・
三 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



 
 

  
倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
殿
坂
一
八
五
四
番
八

地
先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
殿
坂
一
八
五
四
番
一

〇
地
先
ま
で 

旧 

二
六
・
一
～ 

四
五
・
八 

二
七
・
五 

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

県
道 

道

路

の

種

類 

柳
井
原
上
二

万
線 

下
原
船
穂
線 

路

線

名 
倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
古
城
山
一
九
四
八
番
一
地

先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
殿
坂
一
八
五
四
番
一
〇
地

先
ま
で 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
奥
山
三
三
二
番
一
地
先
か

ら 倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
古
城
山
一
九
四
八
番
一
地

先
を
経
て 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
上
池
ノ
内
二
二
三
四
番
一

地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
五
年
十

二
月
二
十
五

日
（
十
時
） 

供
用
開
始

年

月

日 

（
時
間
） 

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



〔
六
〇
六
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
鴨
方
店 

    
 

所
在
地 

浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
字
鳥
落
通
二
二
二
三
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
ー
ト
プ
ラ
ス
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

西
喜
多 
浩 

 

３ 

変
更
事
項 

 
 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称 

（
変
更
前
）
名
称 

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
プ
ロ
パ
テ
ィ
株
式
会
社 

（
変
更
後
）
名
称 

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
ー
ト
プ
ラ
ス
株
式
会
社 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
名
称 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号 

第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
４
階 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

横
山 

英
昭 

 
 

 

（
変
更
後
）
名
称 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

横
山 

英
昭 

 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
九
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
三
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 
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〔
六
〇
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

上
原
井
領
土
地
改
良
区 

二 

退
任
及
び
就
任
役
員 

 
 

退
任
役
員 

 
 

就
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
監 

 
 

氏 
 

名 
 

 
氏 

 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
の
別 

  

大
冨 

貞
雄 

 

大
冨 
貞
雄 

 

倉
敷
市
真
備
町
岡
田
四
四
一 

 
 

 
        

 
  

理 

事 
  

藤
田 

輝
正    

藤
田 

輝
正    

〃 
 

〃 
 

辻
田
三
一
一
―
二            

 
 

〃 
 

井
元 

敏
憲 

 
 

 
 

 
 

 
  

〃 
 

〃 
 

〃 

六
二
二
―
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

井
元 

一
成 

  
〃 

 

〃 
 

〃 

四
〇
九 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
  

木
口  

昌
宣    

木
口 

昌
宣 

  

〃 
 

〃 
 

川
辺
六
一
二 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

〃 
 

加
藤 

晃
敏 

 
 

 
 

 
 

 
  

〃 
 

〃 
 

〃 

一
四
三
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
藤 

 

誠 
  

〃 
 

〃 
 

〃 

一
三
八
八
―
二 

 
 

 
 

 
 

〃 

 

塩
見
日
出
昌 

 

塩
見
日
出
昌 

 
 

〃 
 

〃 
 

下
二
万
四
八
一 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 

守
屋 

晶
次 

 

守
屋 

晶
次 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

二
〇
一
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 

諏
訪 

雄
一 

 

諏
訪 

雄
一 

 
 

〃 
 

〃 
 

有
井
二
一
〇
―
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 

佐
藤 

 

彰 
 

佐
藤 

 

彰 
 
 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

一
五
三
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 

妹
尾 

幸
敏 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

〃 
 

〃 
 

箭
田
一
五
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

妹
尾 

晴
介 

 
 

岡
山
市
南
区
千
鳥
町
一
九
―
一
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 

枝
松 

 

貢 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

総
社
市
下
原
九
一
二
―
八 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

小
西 

昌
示 

 
 
 

〃 
 

〃 

一
〇
〇
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 

岩
城 

文
雄 

 

岩
城 

文
雄 

 
 
 

〃 
 

富
原
四
八
〇
―
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

〃 

 

難
波
隆
四
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

〃 
 

上
原
二
八
二
―
四 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
井 

勝
彦 

 
 

〃 
 

〃 

九
九
―
五 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
田 

美
幸 

 
 

倉
敷
市
真
備
町
岡
田
五
六
六
―
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 

三
宅 

 

宏 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 

二
九
九
―
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監 
事 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
隅 

明
行 

 
 

〃 
 

〃 
 

川
辺
九
九
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

渡
邊
太
刀
男 

 
 
 

〃 
 

〃 
 

有
井
五
四
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
野 

恒
夫 

 
 
 

〃 
 

〃 
 

辻
田
一
二
八
―
四 

 
 

 
 

 
 

 

〃 

 

難
波 

久
志 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

総
社
市
富
原
三
七
八
―
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〃 
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〔
六
〇
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
梁
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

高
梁
市
津
川
町
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
か
ら

令
和
六
年
三
月
十
九
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
六
〇
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
咲
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
全
域 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
、
写
真
地

図
作
成
及
び
数
値
地
形
図
作
成
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
か
ら

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



〔
六
一
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

新
見
市
哲
多
町
蚊
家

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
二
月
十
一
日 

終

了

年

月

日 
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〔
六
一
一
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
一
〇
一
号 

令
和
五
年
十
二
月
十

五
日 

番

号 

指

定

年

月

日 

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
〇
六
番

七
、
七
〇
六
番
七
地
先
道
路 

道

路

の

位

置 

四
・
五
一 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

三
四
・
六
三  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
七
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
中
「
七
月
一
日
」
を
「
六
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
八
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

安

田

寛

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
岡
山
県
人
事
委
員

会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
七
月
一
日
」
を
「
六
月
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

麻
と
山
本
太
郎
の
党
岡
山
支
部

鎌

倉

豪

鎌

倉

豪

岡
山
市
北
区
表
町
三
―
五
―
三
二

令
和
五

・
一
一
・

九

加
藤
義
久
後
援
会
（
万
福
会
）

加

藤

義

久

加

藤

義

久

笠
岡
市
用
之
江
二
二
一
一
―
二

〃

一
一
・

二

西
山
博
行
後
援
会

藤

井

仁

恵

石

田

豊

美

〃

吉
田
六
七
三
―
一

〃

一
一
・
二
一

宮
崎
ひ
で
お
後
援
会

宮

崎

秀

夫

宮

崎

秀

夫

〃

富
岡
四
七
五
―
一
八

〃

一
一
・

七

村
上
太
志
後
援
会

三

宅

祐

希

三

宅

祐

希

〃

富
岡
六
〇
五

〃

一
一
・

二

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

国
民
民
主
党
岡
山
県
第
１
区

佐
々
木

雄

司

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
桜
が
丘
西
六
―
一
―
七

赤
磐
市
桜
が
丘
西
一
―
一
九
―
八

令
和
五

・
一
一
・

一

総
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

あ
ら
き
謙
二
後
援
会

中

塚

正

彦

代
表
者
の
氏
名

中

塚

正

彦

田

邉

正

樹

令
和
五

・
一
一
・
二
三

江
本
公
一
後
援
会

中

田

尚

志

〃

中

田

尚

志

小

倉

太

郎

〃

一
一
・

六

太
田
正
孝
後
援
会

太

田

眞
治
郎

〃

太

田

眞
治
郎

宮

﨑

雅

史

〃

一
一
・
一
一

岡
山
県
税
理
士
政
治
連
盟

姫

井

繁

彦

〃

姫

井

繁

彦

冨

山

敬

介

〃

九
・

五

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

中

原

教

冨

山

敬

介

〃

〃

鎌
田
桂
輔
後
援
会

鎌

田

桂

輔

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

〃

一
一
・

一

区
分

に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

小
林
よ
し
ふ
み
後
援
会

大

島

由
美
子

代
表
者
の
氏
名

大

島

由
美
子

早

川

信

義

〃

一
一
・
一
〇

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
備
前
市
・
和
気
郡
第
一
支
部

池

本

敏

朗

令
和
五

・
一
一
・
二
七

自
由
民
主
党
岡
山
県
津
山
市
・
苫
田
郡
・
勝
田
郡
第
四
支
部

田

野

孝

明

〃

一
一
・
二
八

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

宮

崎

秀

夫

笠
岡
市
議
会
議
員

宮
崎
ひ
で
お
後
援
会

笠
岡
市
富
岡
四
七
五
―
一
八

令
和
五

・
一
一
・

七

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

鎌

田

桂

輔

鎌
田
桂
輔
後
援
会

令
和
五

・
一
一
・

一

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



◎
岡
山
県
警
察
告
示
第
七
十
一
号

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
基
づ
く
申
請
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
程
（
令
和
五
年
岡
山
県
警
察
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

岡
山
県
警
察
本
部
長

河

原

雄

介

別
表
中
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
六
の
項
を
七
の
項
と
し
、
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

五

古
物
営
業
法
施
行
規

第
十
四
条
の
二

仮
設
店
舗
営
業
届
出
書
の
提

則
（
平
成
七
年
国
家
公

出
（
古
物
商
が
仮
設
店
舗
に

安
委
員
会
規
則
第
十

お
い
て
古
物
営
業
を
営
む
場

号
）

合
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
の

所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て

提
出
す
る
も
の
に
限
る

）
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号



〔
一
三
〕
令
和
五
年
十
二
月
十
二
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号
（
保
安
林
の
指
定
施
業

要
件
の
変
更
予
定
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

行

誤

正

終
わ
り
か
ら
二

鏡
野
町
役
所

鏡
野
町
役
場

令和５年１２月２２日　岡山県公報　第１２５６０号


